
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

イン

ベト
町町からから

C
o
n
n
e
c
t 

i
n 

Y
U
Z
A
W
A 

2
0
2
1
（
コ
ネ
ク
ト
イ
ン
湯
沢

2
0
2
1
）
開
催

　

湯
沢
町
と
南
魚
沼
市
で
組
織
す
る
「
南
魚

沼
地
域
広
域
計
画
協
議
会
」
で
は
、
人
口
減

少
対
策
・
労
働
人
口
確
保
の
た
め
、
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
パ
ー
テ
ィ
な
ど
の
「
交
流
促
進
事
業
」

を
企
画
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
ス
キ
ー
・
ス
ノ
―
ボ
ー
ド

を
通
じ
て
交
流
す
る
「
C
o
n
n
e
c
t  

i
n  

Y
U
Z
A
W
A 

2
0
2
1
」
を
次
の

と
お
り
開
催
い
た
し
ま
す
。
お
申
し
込
み
は

先
着
順
で
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
参
加
ご
希
望
の
方
は
お
早

目
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

 

日  

・  

内 　

　

３
月
３
日
㊌　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

午
前
10
時
…
…
… 

自
己
紹
介
・
イ
ベ
ン
ト

概
要
紹
介

午
前
10
時
30
分
…
ゲ
レ
ン
デ
滑
走

正
午
…
…
…
…
…
昼
食

午
後
１
時
45
分
… 
ゲ
レ
ン
デ
D
E
探
せ 

ク
ル
ー
ジ
ン
グ

午
後
３
時
…
…
…
交
流
タ
イ
ム

午
後
４
時
…
…
…
終
了

 

場 　

神
立
ス
ノ
ー
リ
ゾ
ー
ト

　
　

 

※ 

希
望
者
に
は
送
迎
を
用
意
し
ま
す
。

　

エ
ン
ト
リ
ー
後
に
メ
ー
ル
で
確
認
さ

　

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

費 　

 

無
料
（
ギ
ア
レ
ン
タ
ル
、
昼
食
費
、
リ

フ
ト
券
込
み
）

 

対 　

 

湯
沢
町
、
南
魚
沼
市
在
住
で
23
～
33
歳

の
男
女
各
８
名　

 

申 　

 

下
記
の
Q
R
コ
ー
ド
か
ら
エ
ン
ト
リ
ー

し
て
く
だ
さ
い
。　

※
先
着
順
と
な
り
ま
す
。

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
対
策
に 

 

つ
い
て 

・ 

当
日
集
合
時
に
検
温
を
実
施
し
、
37
・
0

度
以
下
の
方
の
み
の
参
加
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

・ 

ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
液
を
用
意
い
た
し
ま
す

の
で
、
こ
ま
め
な
手
指
消
毒
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

・ 

感
染
状
況
等
に
よ
り
、
イ
ベ
ン
ト
を
中
止

さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

 

問 　

運
営
受
託
者　

株
式
会
社
B
F
F
（
担
当 

田
村
）

☎
0
8
0
・
5
6
7
0
・
6
4
5
0

花
、
ヒ
ラ
ケ
。

　

こ
の
町
で
は
卒
業
式
の
日
に
桜
は
咲
き
ま
せ
ん
。

　

で
も
、
膨
ら
ん
で
い
る
つ
ぼ
み
が
、
そ
の
日
の
気
持
ち

み
た
い
で
好
き
だ
っ
た
り
し
ま
す
。

　

さ
ぁ
、
新
し
い
春
を
咲
か
せ
ま
し
ょ
う
。
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※ 

受
取
の
際
は
、
本
人
確
認
書
類
や
通
知

カ
ー
ド
等
を
持
参
の
う
え
、
ご
本
人
に
役

場
へ
来
庁
し
て
い
た
だ
く
取
り
扱
い
と
な

り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

 

企
業
や
団
体
等
に
も
出
張
し
ま
す 

　

お
お
む
ね
10
名
以
上
の
申
請
者
が
見
込
め

る
町
内
企
業
へ
の
訪
問
や
、
団
体
等
が
指

定
す
る
公
民
館
等
へ
出
張
し
て
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
申
請
受
付
も
行
っ
て
い
ま
す
。

お
申
し
込
み
の
際
は
担
当
ま
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
　
　
　

土
曜
窓
口
、
時
間
外
窓
口

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
交
付
の
手

続
き
で
通
常
の
開
庁
時
間
内
に
来
庁
で
き
な

い
方
を
対
象
に
専
用
の
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

 

日 　

３
月
の
開
庁
日
時

 

・
３
月
11
日
㊍
　

　

…
午
後
７
時
ま
で

 

・
３
月
20
日
㊏

　
…
午
前
８
時
30
分
～
正
午
ま
で

 

・
３
月
25
日
㊍　

　

…
午
後
７
時
ま
で

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

申
請
手
続
き
の
ご
案
内

おら

しせ
町町からから

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
　
　
　
　
　

出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト

　

町
民
課
職
員
が
地
域
へ
出
張
し
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
の
た
め
の
顔
写
真
を
無

料
で
撮
影
す
る
な
ど
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。
申

請
は
湯
沢
町
に
住
民
登
録
が
あ
る
方
で
、
本

人
に
限
り
ま
す
。

 

日  

・  

場 

〇
３
月
９
日
㊋　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

　
　

湯
沢
町
公
民
館　

浅
貝
分
館
（
三
国
）

〇
３
月
11
日
㊍　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

　

農
山
村
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー
（
中
里
）

〇
３
月
16
日
㊋　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

　

湯
沢
町
公
民
館
（
湯
沢
）

 

持 　

必
要
書
類
等

運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
な
ど
の
本

人
確
認
書
類

 

申 　

申
請
の
流
れ

会
場
に
て
顔
写
真
の
撮
影
（
無
料
）
を

行
い
ま
す
。

※
５
分
程
度

※ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
受
取
は
３
～
４
週

間
後
と
な
り
ま
す
。（
交
付
通
知
ハ
ガ
キ

が
届
き
ま
す
。）

※ 

住
民
票
・
戸
籍
な
ど
の
事
務
は

行
い
ま
せ
ん
。

 

場 　

受
付
窓
口

湯
沢
町
役
場　

町
民
課　

 

持 　

必
要
書
類
等

 

・ 

写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類
１
点

（
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
在

留
カ
ー
ド
な
ど
）

 

・ 

そ
の
他
の
本
人
が
確
認
で
き
る
書
類

１
点
（
保
険
証
、
年
金
手
帳
、
医
療

受
給
者
証
な
ど
）

 

・ 

通
知
カ
ー
ド
【
紛
失
し
た
場
合
は
不

要
】

 

・  

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
【
紛
失
し
た

場
合
は
不
要
】

※ 

窓
口
で
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
よ
り
無
料
で

顔
写
真
を
撮
影
し
申
請
が
可
能
で
す
。

　

 

ご
自
身
で
顔
写
真
を
用
意
す
る
場
合
は
、

縦
4
・
5
㎝
×
横
3
・
5
㎝
の
写
真
で
ご

用
意
く
だ
さ
い
。

※ 
必
要
書
類
等
を
す
べ
て
用
意
で
き
な
い
場

合
で
も
申
請
は
可
能
で
す
。
た
だ
し
交
付

に
つ
い
て
は
、
原
則
本
人
が
必
要
書
類
を

持
参
し
来
庁
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

取
得
し
ま
せ
ん
か
？

　

令
和
３
年
３
月
か
ら
は
保
険
証
利
用

が
開
始
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

令
和
2
年
９
月
か
ら
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン

ト
事
業
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
令
和
3

年
３
月
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
申
請
し
た
方
は
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
を

も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
カ
ー
ド
受

取
後
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み

を
行
い
、
令
和
3
年
9
月
ま
で
に
行
っ

た
チ
ャ
ー
ジ
ま
た
は
お
買
い
物
が
対
象

で
す
。

　

申
請
か
ら
カ
ー
ド
を
受
け
取
れ
る
ま

で
に
３
～
４
週
間
か
か
り
ま
す
の
で
、

お
早
目
の
手
続
き
を
お
す
す
め
し
ま

す
。

 

問 　

町
民
課

☎
0
2
5
・
7
8
4
・
3
4
5
3
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申 　

 

申
請
期
間

令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で（
現
在
受
付
中
）

申
請
方
法

【
申
請
に
必
要
な
書
類
】

・
減
免
申
請
書

・
収
入
見
込
額
申
出
書

収
入
が
確
認
で
き
る
帳
簿
や
給
与
明
細

等
の
写
し
、
還
付
先
口
座
番
号
が
わ
か

る
書
類
の
写
し
、
本
人
確
認
書
類
等
の

添
付
書
類
と
と
も
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
郵
送
ま
た
は
、
窓
口
で
の
申
請
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

● 

減
免
と
な
る
に
は
、
世
帯
主
も
し
く
は
世

帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
の
減
収
の
他
、

前
年
の
所
得
状
況
な
ど
の
、
複
数
の
要
件

を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
減

免
額
の
計
算
方
法
は
、
各
保
険
で
異
な
り

ま
す
。
そ
の
他
、
詳
し
い
申
請
方
法
や
提

出
書
類
の
様
式
等
に
つ
い
て
は
、
湯
沢
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

湯
沢
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
経
済
支
援
対
策
」

内
、
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
減
免
の
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で

保
険
税（
料
）の
納
付
が
困
難
な
方
へ

おら

しせ
町町からから

国
保
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
が
減
免
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
死

亡
も
し
く
は
重
篤
な
傷
病
と
な
っ
た
方
や
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

り
、
世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
の
令
和
２

年
の
収
入
（
事
業
・
給
与
・
不
動
産
・
山
林

収
入
）
が
令
和
元
年
に
比
べ
30
％
以
上
減
少

し
た
な
ど
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
保

険
税
（
料
）
が
減
免
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
減
免
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

 

対 　

減
免
の
対
象
と
な
る
保
険
税
（
料
）

令
和
元
年
度
・
２
年
度
分
の
保
険
税

（
料
）
の
う
ち
納
期
限
・
年
金
給
付
支

払
日
が
次
の
期
間

▽ 

令
和
２
年
２
月
１
日
か
ら
令
和
３
年

３
月
31
日
ま
で

減
免
の
計
算
方
法

減
少
し
た
収
入
に
か
か
る
所
得
や
、
世

帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
等
の
所
得
か

ら
算
出
し
た
減
免
対
象
保
険
税
（
料
）

に
、
令
和
元
年
の
所
得
の
合
計
額
に
応

じ
た
減
免
割
合
を
乗
じ
ま
す
。

 

問 　

国
民
健
康
保
険
税　

▽
税
務
課　
　
　

　
☎
0
2
5
・
7
8
4
・
3
4
5
2

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　

▽
町
民
課

　
☎
0
2
5
・
7
8
4
・
3
4
5
3

介
護
保
険
料

▽
福
祉
介
護
課

　
☎
0
2
5
・
7
8
4
・
4
5
6
0

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
を

対
象
と
し
た
傷
病
手
当
金
の
ご
案
内

おら

しせ
町町からから

 

対 　

支
給
対
象
者

次
の
①
～
③
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

① 

勤
め
先
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け

て
い
る
方
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
に
感
染
ま
た
は
発
熱
等
の
症
状
が

あ
り
感
染
が
疑
わ
れ
る
方

② 

感
染
ま
た
は
感
染
の
疑
い
に
よ
り
、

そ
の
療
養
の
た
め
に
労
務
に
服
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
期
間
が
３
日

間
を
超
え
る
方

③ 
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期

間
に
対
す
る
給
与
の
支
払
い
を
受
け

ら
れ
な
い
方
（
期
間
中
に
給
与
の
一

部
の
支
払
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
で
そ
の
給
与
の
額
が
傷
病
手

当
金
の
額
よ
り
も
少
な
い
場
合
は
、

そ
の
差
額
を
支
給
し
ま
す
。）

対
象
期
間

令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３

月
31
日
ま
で
の
期
間
で
、労
務
に
服
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
期
間（
最
長
１
年
６
か

月
間
ま
で
）

 

内 　

支
給
額

１
日
当
た
り
の
支
給
額
Ⓐ 

× 

支
給
対

象
と
な
る
日
数
Ⓑ

Ⓐ  （
直
近
の
継
続
し
た
３
か
月
間
の
給

与
収
入
の
合
計
額
÷
就
労
日
数
）
×

3
分
の
２

Ⓑ 

労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間

の
う
ち
就
労
を
予
定
し
て
い
た
日
数

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

申  

・  

問 　

町
民
課　

国
保
給
付
係

☎
0
2
5
・
7
8
4
・
3
4
5
3
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て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
福
祉
介
護
課
窓

口
の
他
、
湯
沢
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
（ 「
湯
沢
町　

障
が
い
者
タ
ク
シ
ー
券
」
で

検
索
！
）

② 

申
請
受
付
後
、
そ
の
場
で
タ
ク
シ
ー
利
用
券

を
配
布
し
ま
す
。
な
お
、 

申
請
し
た
時
期

に
よ
り
交
付
枚
数
が
次
の
と
お
り
変
更
と

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

・
６
月
ま
で
の
申
請
の
場
合
…
…
…
…
24
枚

　
（
年
度
最
大
枚
数
）

・
７
月
～
９
月
に
申
請
の
場
合
…
…
…
18
枚

・
10
月
～
12
月
に
申
請
の
場
合
…
…
…
12
枚

・
翌
年
１
月
～
３
月
に
申
請
の
場
合
…
６
枚

③ 

タ
ク
シ
ー
利
用
時
に
は
、
障
害
者
手
帳
・

タ
ク
シ
ー
利
用
券
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
料
金
支
払
い
時
、
運
転
手
に
障
害
者

手
帳
を
提
示
し
、
利
用
券
を
お
渡
し
く
だ

さ
い
。

利
用
で
き
る
枚
数
は
、
１
回
の
乗
車
で
最
大

６
枚
（
３
，０
０
０
円
分
）
で
す
。
た
だ
し
、

運
賃
を
超
え
て
の
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
助
成
額
を
超
え
る
分
に
つ
い
て
は

自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

令
和
２
年
度
の
タ
ク
シ
ー
利
用
券
に
つ
い
て

　

有
効
期
限
が
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
の

利
用
券
（
黄
色
の
券
）
は
、
４
月
以
降
は
使
用

3
月
８
日
㊊
よ
り
受
付
開
始

障
が
い
者
タ
ク
シ
ー
利
用
券

おら

しせ
町町からから

　

町
で
は
、
町
内
に
住
所
を
有
し
て
お
り
、

か
つ
一
定
の
障
害
の
あ
る
方
を
対
象
に
、
タ

ク
シ
ー
利
用
料
金
の
一
部
を
利
用
券
に
よ
り

助
成
し
て
い
ま
す
。

　

利
用
券
は
１
枚
に
つ
き
、
５
０
０
円
と
な

り
ま
す
。

 

対 　

利
用
で
き
る
方 

町
内
に
住
所
が
あ
る
方
で
、
次
の
障
害

者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

・
身
体
障
害
者
手
帳　

１
級
～
３
級

・
療
育
手
帳　

Ａ
・
Ｂ

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
級
～
３
級

 

日 　

受
付
開
始
日

令
和
３
年
３
月
８
日
㊊
よ
り

 

場 　

受
付
場
所

　
　

 

湯
沢
町
役
場　

福
祉
介
護
課

（
湯
沢
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
地
下
１

階
・
湯
沢
病
院
と
な
り
）

 

申
請  

・  

利
用
方
法 

① 

タ
ク
シ
ー
利
用
券
交
付
申
請
書
、
印
鑑
、
障

害
者
手
帳
（
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
・

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
）
を
持
参
の

う
え
、
福
祉
介
護
課
に
て
交
付
申
請
を
し

で
き
ま
せ
ん
。
余
っ
た
利
用
券
は
福
祉
介
護

課
に
返
却
す
る
か
、
各
自
で
破
棄
願
い
ま
す
。

 

申  

・  

問 　

福
祉
介
護
課　

福
祉
係

　
　
　
　

  

☎
0
2
5
・
７
８
４
・
４
５
６
０

緊
急
情
報
メ
ー
ル

おら

しせ
町町からから

　

湯
沢
町
の
災
害
、
防
災
、
気
象
、
防
犯
に

関
す
る
緊
急
情
報
を
発
信
し
ま
す
。

　

次
の
ア
ド
レ
ス
へ
、
ま
た
は
Q
R
コ
ー
ド

を
読
み
取
り
「
空
」
メ
ー
ル
（
タ
イ
ト
ル
、

本
文
を
未
入
力
）
を
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

▽b
o

u
sa

i.yu
za

w
a
-to

w
n

@

 ra
id

e
n

. kta
iw

o
rk.jp

 

問 　

総
務
管
理
課　

防
災
管
財
係

　
　

 

☎
0
2
5
・
7
8
4
・
3
4
5
1

令
和
３
年
度
ご
み
収
集

カ
レ
ン
ダ
ー
の
配
布
に
つ
い
て

おら

しせ
町町からから

　

令
和
３
年
度
の
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー
は
、
3

月
中
に
町
内
会
を
通
じ
て
各
家
庭
に
配
布
さ

れ
ま
す
。
見
や
す
い
所
に
貼
っ
て
い
た
だ
き
、

収
集
日
の
確
認
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
配
布

さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
役
場
環
境
農
林
課

に
て
お
渡
し
し
ま
す
。（
3
月
中
に
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
ま
す
。）

　

ま
た
「
ご
み
の
分
け
方
・
出
し
方
」
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
に
つ
き
ま
し
て
は
役
場
環
境
農
林

課
・
公
民
館
・
資
源
ご
み
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド

に
て
お
渡
し
で
き
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

 

問 　

環
境
農
林
課

　
　

 

☎
0
2
5
・
7
8
8
・
0
2
9
1
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使
用
済
み
天
ぷ
ら
油
の
回
収

　

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　

回
収
す
る
油
は
植
物
系
の
天
ぷ
ら
油
の
み

で
す
！
（
菜
種
油
、
大
豆
油
、
ご
ま
油
、
コ
ー

ン
油
、
サ
ラ
ダ
油
な
ど
）

　

ご
み
の
減
量
や
資
源
の
リ
サ
イ
ク
ル
の
た

め
、
使
用
済
み
天
ぷ
ら
油
は
捨
て
ず
に
回
収

場
所
に
出
し
ま
し
ょ
う
。

３
月
の
使
用
済
み

　
　

天
ぷ
ら
油
の
回
収
は

3
月
15
日
㊊
～
19
日
㊎

 

役　

場　

午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時

 

公
民
館　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

  

※
正
面
玄
関
前
で
行
い
ま
す

毎
週
火
曜
日

 

湯
沢
町
資
源
ご
み
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
（
中
子
）

　
　
　
　
　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

①
水
、
天
か
す
等
の
異
物
は
取
り
除
い
て
く
だ
さ
い
。

②
必
ず
油
の
入
っ
て
い
た
容
器
に
入
れ
て
出
し
て
く
だ

　

さ
い
。（
缶
入
り
製
品
の
場
合
の
み
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
可
。）

③
容
器
の
フ
タ
は
し
っ
か
り
締
め
て
く
だ
さ
い
。

④
設
置
さ
れ
て
い
る
回
収
ボ
ッ
ク
ス
の
中
に
、
容
器
を

　

 

立
て
て
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

※
一
般
用
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
油
が
対
象
で
す
。

※
賞
味
期
限
の
切
れ
た
油
も
回
収
し
ま
す
。

 

問 　

湯
沢
町
役
場　

環
境
農
林
課　

　
　

☎
0
2
5
・
7
8
8
・
0
2
9
1

令和元年
（平成 31 年）度

令和２年度

4　月 380 ㍑ 140 ㍑

５　月 170 ㍑ 250 ㍑

６　月 320 ㍑
230 ㍑

７　月 120 ㍑

８　月 100 ㍑ 150 ㍑

９　月 360 ㍑ 150 ㍑

 １０ 月 170 ㍑ 100 ㍑

 １１  月 120 ㍑ 60 ㍑

 １２  月 260 ㍑ 170 ㍑

 １　月 20 ㍑ 20 ㍑

２　月 70 ㍑

３　月 90 ㍑

合  計 2,180 ㍑ 1,270 ㍑

運
転
免
許
証
の
自
主
返
納

を
支
援
し
ま
す

おら

しせ
町町からから

　

運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
制
度
は
、
加
齢

に
伴
う
身
体
機
能
や
判
断
力
の
低
下
な
ど

に
よ
り
、「
運
転
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
。」、

「
も
う
運
転
し
な
い
の
で
運
転
免
許
証
を
返

納
し
た
い
。」
と
い
う
方
が
、
運
転
免
許
証

の
有
効
期
限
内
に
自
主
的
に
返
納
で
き
る

制
度
で
す
。

　

湯
沢
町
で
は
支
援
策
と
し
て
、
自
主
返
納

し
た
方
へ
公
共
交
通
利
用
券
等
を
交
付
し
ま

す
。

　

詳
し
く
は
広
報
ゆ
ざ
わ
1
月
31
日
号
や

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
環

境
農
林
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

  

問 　

環
境
農
林
課

　
　 

☎
0
2
5
・
7
8
8
・
0
2
9
1

３
月
の
行
政
相
談

おら

しせ
町町からから

　

行
政
相
談
は
、
行
政
相
談
委
員
が
国
の
行

政
に
関
す
る
相
談
を
聞
き
、
制
度
や
運
営
の

改
善
に
活
か
す
た
め
の
仕
組
み
で
す
。

　

佐
藤
清
美
委
員
に
よ
る
行
政
相
談
の
日
程

は
次
の
と
お
り
で
す
。

 

日 　

令
和
3
年
３
月
10
日
㊌

午
後
１
時
30
分
～

 

場 　

湯
沢
町
公
民
館　

３
階　

会
議
室
１

※
来
館
さ
れ
る
際
に
は
、
マ
ス
ク
の
着
用
・

　

手
指
の
消
毒
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 

問 　

総
務
管
理
課　

総
務
係

　
　

 

☎
0
2
5
・
7
8
4
・
3
4
5
1

３
月
の
粗
大
ご
み
収
集
日
と

予
約
締
切
日
の
お
知
ら
せ

おら

しせ
町町からから

　

粗
大
ご
み
を
ご
自
分
で
施
設
に
搬
入
で
き

な
い
方
は
、
予
約
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
粗

大
ご
み
を
収
集
し
ま
す
（
有
料
）。

  

日 　

収
集
日

3
月
11
日
㊍（
3
月
8
日
㊊ 

締
め
切
り
）

3
月
25
日
㊍（
3
月
22
日
㊊ 

締
め
切
り
）

  

申   

・  

問 

　 
環
境
農
林
課　

　
　
　
　   

☎
0
2
5
・
７
８
８
・
０
２
９
１

猫
の
譲
渡
会

イン

ベト
他他団体団体

 

日 　

3
月
21
日
㊐　

午
後
１
時
～
３
時

 

場 　

イ
オ
ン
六
日
町
店　

２
階

※ 

事
前
に
予
約
を
い
た
だ
い
た
方
を
優
先
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
不
妊
・
去
勢
手
術
の
実
施
と
完
全
室
内
飼
い

が
条
件
で
、
基
本
健
康
診
断
費
用
等
が
か

か
り
ま
す
。
引
き
渡
し
は
後
日
、
ご
自
宅

に
な
り
ま
す
。

 

問 　

魚
沼
ア
ニ
マ
ル
サ
ポ
ー
ト　

笛
木

　
　

☎
０
９
０
・
１
５
３
３
・
４
８
０
５

 日  ：日時・期間　 場  ：会場　 内  ：内容　 対  ：対象・定員　 費  ：参加費・入場料　 持  ：持ち物　 申  ：申し込み　 問  ：問い合わせ5



農地の貸し借りは、農業委員会の許可が必要です！
農業委員会を通した農地の貸し借りを行いましょう

　農地の貸し借りは、農地法の貸し借り許可または農業経営基盤強化促進法の利用権

設定により必ず農業委員会を通した貸し借りを行いましょう。

　正規の手続きをしないと、「賃借権の時効取得」によって農地が戻ってこない等、

トラブルの発生のもとになりますので、ご注意ください。

〇農業委員会を通さずに農地の貸し借りをしている場合

・�突然地主に農地を返してくれと言われる場

合がある。

・�相続が発生した際に、誰から借りているの

かわからなくなってしまう場合がある。

・�20 年以上に渡って賃借していた場合、民法

163 条（時効取得）により、借り手に農地

を取られてしまう場合がある。

・�相続が発生した際に、契約が無効になって

しまう場合がある。

・�相続が発生した際に、誰に貸しているかわ

からなくなってしまう場合がある。

※農地法の貸し借り許可と農業経営基盤強化促進法の利用権設定の主な違い

  問 　環境農林課　☎ 025 ー 788 ー 0291

　　（湯沢町農業委員会）

農地法の貸し借り許可
農業経営基盤強化促進法の

利用権設定

契約期間が満了し

たとき、どうなるか

期間満了前の一定の時期に地主が

解約の意向を伝えない場合は、自

動的に更新されます。

※�無償の貸し借り（使用貸借）には、

自動的な更新はありません。

利用権は期間満了によって終了し

ます（再設定により更新すること

もできます）。

地主側が土地を利

用したいが、協議が

整わない場合、どう

なるか

契約更新をしないことは、賃料の

不払いや耕作放棄地などの事由が

ない限り認められません（借主耕

作権が保護されています）。

※�無償の貸し借り（使用貸借）に

は耕作権の保護はありません。

上のように利用権は期間満了に

よって終了するため、中途解約の

場合を除いて耕作権の保護は問題

になりません。

※�法律上「貸したら返ってこない」

ということはありません。

農地を貸している方 農地を借りている方
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事業所から排出される廃電化製品のごみの出し方が変わります
令和３年４月１日以降の事業系廃電化製品のごみの出し方についてご案内

　事業所から排出される廃電化製品（以下、事業系廃電化製品）

は、これまで南魚沼市不燃ごみ施設にて受け入れを行っていまし

たが、事業系廃電化製品は産業廃棄物の「廃プラスチック」、「金

属くず」などに該当することや内蔵されるリチウムイオン電池等

による小火等が発生していることから、令和3年3月31日をもっ

て南魚沼市不燃ごみ処理施設での受け入れを終了します。

　令和 3 年 4 月 1 日以降、事業系廃電化製品については、「産業

廃棄物」として各事業者の責任において処理を行ってください。

  問 　環境農林課　☎ 025 ー 788 ー 0291

　産業廃棄物収集運搬許可業者、産業廃棄物処理施設については、南魚沼地域振興局環境センター

（☎ 025 ー 772 ー 8154）までお問い合わせください。

　ごみの処理が適正に行われるよう、事業者の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

　令和 3年 4 月 1 日以降の事業系廃電化製品のごみの出し方は下記のとおり変わります。

令和 3年 3月 31日まで

・�「その他不燃ごみ」の収集日に清潔の家

（ゴミステーション）に排出

・南魚沼市不燃ごみ処理施設への直接搬入

・一般廃棄物収集運搬許可業者による収集

※�令和3年4月1日以降、上記の方法で出すと違反ごみ・

収集対象外のごみとなりますのでご注意ください。

令和 3 年 4 月 1 日より

・�産業廃棄物収集運搬許可業者による

収集

・産業廃棄物処理施設への直接搬入

2021 年 2020 年 増減

発生件数 2件 1件 ＋�　1

死亡者数 0人 0人 0

負傷者数 3人 3人 0

湯沢町の交通事故発生状況

（2021 年１月１日～ 1 月 31 日）

まちのうごき
1 月届出分 1 月31 日現在 前年比

出生 2人 男 4,107 人 －���87��

死亡 11 人 女 3,929 人 － 203

転入 26 人 計 8,036 人 － 290

転出 22 人 世帯 3,894 戸 － 223

7



横断歩行者を守る横断歩行者を守る

交通事故防止運動交通事故防止運動

３月１日月 ～３月 10 日水
～ 横断歩道での歩行者優先 ～

　暖かい日が増えて人や車の動きが活発になる 3 月に、歩行者が交通事故に遭う割合が高まることから、横断歩

行者保護のための広報・啓発活動を重点的に実施して、交通事故から横断歩行者を守ることを目的とします。

・3月は、暖かい日が増えて人や車の動きが活発になり、横断歩行者が被害に遭う割合が高まります。

・昨年の歩行者の死者 26 人のうち、半数以上の 19 人の方が道路横断中でした。

・�信号機のない横断歩道において、歩行者が渡ろうとしている場面で一時

停止した車は、新潟県では 49.4％※にとどまっています。

　（※令和 2 年一般社団法人日本自動車連盟調査）

・�横断歩道は歩行者が最優先です。路面のひし形の「ダイヤマーク」は、

その先に横断歩道があることを意味します。ドライバーは横断歩道の手

前では減速するなど、横断しようとしている歩行者に備え、横断者がい

る時は必ず横断歩道の前で一時停止しましょう。

●横断歩行者等の安全確保

・��道路を横断する際は、確認する方向に体をしっかり向けるとともに遠くまで見るなど安全を十分

に確認して、横断歩道がある場所では必ず横断歩道を渡りましょう。

・�歩行者は横断をはじめる前に車が来ていないかなどについて確認すると

ともに、横断中も左右を確認しましょう。

・�歩行者が亡くなった事故のうち、６割以上が自宅から 500 メートル以内

で発生しています。自宅の近くを歩くときも「良く知った近所だから」「い

つも車は通ってこないから」と油断することなく、周りの車を確認して

交通ルールを守って歩きましょう。

・�外出する時は、明るい服装を心掛け、夜光反射材などを積極的に活用し、

ドライバーに自らの存在を早めに知らせましょう。

●道路横断時の安全確認の徹底

横断歩行者の保護はドライバーの義務です！
（横断歩行者等妨害等違反の罰則関係）

反則金 �大型車�１万２千円　普通車９千円

　　　��二輪車�７千円　　　原　付６千円

罰　則 �３月以下の懲役又は５万円以下の罰金

違反点 �２点（横断歩行者等妨害）

令和 3 年

よーく見て　わたろう　とまろう　横断歩道
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イノシシを目撃した場合や痕跡を見つけた場合は、直ちに役場または警察署に連絡してください。

 問 　湯沢町役場 環境農林課  ☎ 025 ー 788 － 0291  　南魚沼警察署  ☎ 025 ー 770 － 0110

目撃情報は 役場または警察署へ
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健康維持のために、

塩分の取りすぎに気をつけましょう健康ほほっっとと情報

食塩は、体内の水分量の調整や体の機能を維持するために大切な役割をしています。

2015 年の食塩目標量の基準は１日男性 8g、女性７g でしたが、男女ともに 0.5g ずつ
食塩の目標量が減りました 　健康のためにも塩分のとり過ぎに気をつけましょう。

栄養成分表示の「食塩相当量」を参考に

　容器や包装された加工食品には、“栄養成分表示”が表示

されています。

　買い物に行って商品を選ぶときには、「食塩相当量」を参

考にして 1 日の食塩の目標量をこえないように気をつけま

しょう。

まずは１日の食塩の目標量を知ろう

高血圧および慢性腎臓病（CKD）予防を目的とした量　１日6.0ｇ未満

しかし、摂り過ぎると…

この状態が続いてしまうと…

「脳血管疾患」「心疾患」「慢性腎不全」などを引き起こす要因になります

日本人の食事摂取基準 2020 年

食塩の目標量（成人１人当たり　１日の食塩相当量の目標量）

＼　改訂されました　／

栄養成分表示

エネルギー　　○○ kcal

たんぱく質　　○ . ○ g

脂 質　　○ . ○ g

炭 水 化 物　　○ . ○ g

食塩相当量　　○ . ○ g

塩分をとり過ぎると、どのような影響があるのでしょうか？

今日から取り組める！減塩のポイント！

動脈硬化が
すすむ

体内の水分量が
増え、血圧上昇

心臓・腎臓への
負担増加

男性１日７.５ｇ未満 女性１日６.５ｇ未満
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健康ほっほっとと情報

１つでも当てはまる人は要注意

できるところから改善して塩分を減らしていきましょう！

□麺の汁を3分の1以上飲む

□毎日飲酒する

□漬物を2 種類以上食べる

麺の汁を 2/3 以上残しま
しょう

平均的なラーメンで

は、食塩量の約 7 割

がスープ由来です。

麺の汁を残すこと

は、減塩の近道です。

節度ある適度な飲酒を心
がけて、週に 2 日休肝日
を作りましょう

アルコール

は食欲を増

進させるた

め、 つ い つ

いおつまみ等をとりすぎてしま

い食塩摂取量が多くなります。

漬け物は、量・回数・種
類に気をつけましょう

できれば、浅漬けにしましょ

う。色々な種類をたべるとどう

しても取り過

ぎに。量と回

数にも注意し

ましょう。

「健康づくり支援店」を募集しています
　健康づくり支援店とは？　

健康に配慮した「サービス」「メニュー」「情報」などの提供ができるお店として、食生活の面から県民の

みなさんの健康づくりを支援するお店として新潟県または新潟市が指定したお店です。

●対象となるお店は？
　一般飲食店、弁当屋、スーパーマーケット、旅館など　様々です

●健康づくり支援店に指定されると…
　｢ ステッカー ｣と ｢支援マーク ｣の交付＆県ホームページでお店の紹介！

●指定を受けるためには？
　次の１～３のうち１つ以上を実施しているお店

栄養成分の計算は保健所で行うことができます。まずは下記の電話番号までご連絡ください。

 問 　健康増進課　☎ 025ー 784ー 3149

料理のカロリー

や食塩量などの

栄養成分を表示

野菜たっぷりメニュー

バランスメニュー

低カロリーメニュー等

塩分控えめサービス

小盛サービス

野菜多めサービス等

塩分をとり過ぎている

可能性があります…

１ ２ ３
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国 民 健 康 保 険
後期高齢者医療制度 からの お知らせ

 問 　町民課　☎ 025 ー 784 － 3453

医療費のお知らせをお送りしています

お知らせの発送月と対象期間

　湯沢町国民健康保険、新潟県後期高齢者医療保険に加入さ

れている方が、医療を受けた状況を確認できるよう、受診さ

れた医療機関等を一覧にした「医療費のお知らせ」を送付し

ています。

　日々の健康管理や病気の予防にお役立てください。

湯沢町国民健康保険 新潟県後期高齢者医療保険

１回 /年 ３回 /年

令和元年 11 月～令和２年 10 月診療分

➡ 令和 3年２月発送

1
令和 2 年 1 月～令和 2 年４月診療分

➡ 令和 2 年７月発送

2
令和 2 年 5 月～令和 2 年８月診療分　

➡ 令和 2 年 11 月発送

3
令和 2 年 9 月～令和 2 年 12 月診療分

➡ 令和 3年２月発送

◎�確定申告でご利用になる場合について

　「医療費のお知らせ」は、確定申告の医療費控除を受ける際に必要な添付書類である医療費の明細

書として使用することができます。ただし、次の点にご注意ください。

●��「医療費のお知らせ」の「自己負担相当額」「標

準負担額」が医療費控除の対象となります

が、医療費助成等により、実際にご自身が

負担された額と異なる場合があります。こ

の場合には、ご自身が負担された額に訂正

していただく必要があります。

●�対象期間にない診療月や医療機関等からの

請求が遅れたものは、お手元の医療費領収

証に基づいて医療費控除の明細書を記入し

ていただく必要があります。この場合、医

療費領収証は確定申告期限から 5 年間保存

する必要があります。

「医療費のお知らせ」は確定申告に利用できます

医療費のお知らせ
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越後湯沢駅東口　駅前広場駐車場

12 月１日から3030分分を超超えると有料有料です

 有料期間 　令和２年 12 月１日㊋　～　 期限なく継続します 

 駐車料金 　最初の 30�分（※）まで�…�無料　　　�これを超えた場合�…�30�分ごとに 200��円

※駐車場の管理は、越後湯沢駅前広場条例に基づきます。

※越後湯沢駅前広場条例の禁止行為に該当する、客引き行為等を行うための車両の駐車は禁止します。

※４月１日から 11 月 30 日の間は、最初の 60 分は無料。

　これを超えると 30 分ごとに 200 円。年間を通じ午後８時から翌朝午前７時までは無料。

越後湯沢駅東口駅前広場は、送迎や切符の購入などで一時的に駐車するスペース

です。長時間の駐車は滝沢駐車場や、CoCoLo 湯沢駐車場をご利用ください。

　12 月 1 日からカメラ式駐車場管理システムを導入しました。出庫時に精算機でナンバープレート

4 桁を入力して精算していただきます（入庫時の駐車券発行はありません）。精算機は、駐車場に隣

接の越後湯沢駅東口バス乗り場付近に設置しています。

　なお、通勤通学や旅館民宿等の送迎など、30 分以内のご利用の方は精算の必要はありません（建

設課発行の送迎車用ステッカーは廃止します）。　

越後湯沢駅東口駅前広場に
カメラ式駐車場管理料金精算システムカメラ式駐車場管理料金精算システム を導入しました

一
般
大
型
車

越後湯沢駅東口

一般車両
ロータリー

精算機設置位置

 問 　建設課　☎ 025 － 784 － 4852
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 申 �・� 問 　企画政策課　☎ 025 ー 784 ー 3454　FAX 025 ー 784 ー 1818

新型コロナウイルス感染症

感染防止のため参加者は下記のことにご留意ください

〇参加者の方は、マスクの着用をお願いします。

〇発熱など体調が悪い方は、参加をご遠慮ください。

〇�参加人数は、1組あたり2名までとさせていただきます。

〇室内の換気のため、窓やドアを開けて行います。

３月の開店日 

３月 23 日火 まで

※�指定の用紙にご記入のうえ、事前に役場企画政策課へ提出、もしくはファクスで申し込みが必要です。

※�申し込みは先着順で３組までとさせていただきます。

３月 30 日火
①午前　9 時～　9 時 50 分

②午前 10 時～10 時 50 分

③午前 11 時～11 時 50 分

田村町長と直接お話しませんか？

気楽な雰囲気の中で、町

民の皆さまの声をお聞

かせください。お気軽に

お申し込みください。

締 め 切 り 

　湯沢町では成人式の第 2 部を新成人の実行委員が企画・運営し、一生に一度しかない節目の式を盛

り上げています。来年度の成人式実行委員への立候補、お待ちしております。お誘い合わせのうえ、

ぜひご応募ください。

　なお、来年度の成人式は令和３年８月 14 日㊏に開催予定です。

成人式実行委員を募集します

 実行委員の主な役割 

�・�成人式式典（第 1 部）の受付補助

�・�成人式自主企画（第 2 部）の企画、運営

�・成人式記念品の選定

 対象 　�平成 27 年度に湯沢中学校を卒業された方、

平成 12 年４月２日～平成 13 年４月１日生

まれで湯沢町に住民票がある方です。

  申   ・  問 　湯沢町教育委員会（湯沢町大字神立 1580 番地）

　　　　　☎ 025 ー 784 ー 2211� kyouiku@town.yuzawa.lg.jp
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　平成 27 年より「湯沢町シッパネ被害根絶に関する条例」が施行されています。

　ドライバーの皆さんは、歩行者にやさしい運転を心がけましょう。

　そして、冬は多くのお客様が来町されます。シッパネに気を付けるよう、またシッ

パネを飛ばさないよう町民自らがお伝えし、「人にやさしい観光の町・湯沢」を目指

しましょう。

雪道の運転では「シッパネ条例」を守りましょう

 問 　環境農林課　☎ 025 ー 788�ー 0291

　除雪作業に伴い、道路側溝のふた・グレーチングふたを開けたままにしておくのは、

自動車や通行者に対して大変危険です。他県では側溝への転落死亡事故も起きてい

ます。作業が終了したら、必ず閉めましょう。

側溝のふた・グレーチングふたを閉めましょう

町民の皆さまや町を訪れるすべての方がお互い安全に過ごせますよう、ご協力をお願いします。

降雪シーズンは次のことを守りましょう

子育て支援情報　ぐんぐん

★腰越　柚
ゆ ず き

樹 さん （八木沢） ★石田　橙
と う や

弥 さん （湯鉄神立）

★森下　楓
か こ

子 さん （大　島） ★山木　菜
な こ

瑚 さん （中　子）

★池田　空
あ さ ひ

飛 さん （愛　宕） ★角谷　晃
こうへい

平 さん （古野二）

3 歳児健診　虫歯００のおともだち

　湯沢町総合子育て支援センター「ジャンプラネット」は、湯沢

町の子育て支援拠点です。ぜひお気軽にご利用ください！

子育て広場　好評開放中！ 事前予約が必要です
 利用時間 　平日（水曜日を除く）

湯沢町総合子育て支援センター

  申   ・  問 　湯沢町総合子育て支援センター「ジャンプラネット」

　　　　　（湯沢学園 認定こども園棟 １階）

　　　　　☎ 025 － 788 － 0292

新型コロナウイルス感染対策のた

め、受付時に検温、手指のアルコー

ル消毒、保護者の皆さまはマスク

の着用にご協力ください。

これからも

歯を大切に！

△
  ９：00 ～ 10：00△

10：30 ～ 11：30△

13：30 ～ 14：30

【各時間　2組まで】

※�詳しい利用時間はジャンプラネット通信を

ご確認ください。
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転倒予防、足腰強化に！

毎日コツコツ
貯筋運動

2021 年度ユースポ！ 会員募集のお知らせ

日 ：日時・期間　場 ：会場　対 ：対象　費 ：参加費　持 ：持ち物　服 ：服装　申：申し込み

NPO 法人 ユースポ！ 
〒949ー 6102　湯沢町神立628ー 1　湯沢カルチャーセンター内

●☎ 025ー 785ー 2123　● FAX 025ー 785ー 6911　●受付時間　平日9：00～ 18：30
●メール　info@youspo.net　●ホームページ　https://youspo.net https://youspo.net

ユースポ！ＷＥＢ

お気に入り登録！

冬 ユ　 の ー ポス 　！

　すでに貯筋運動メンバーの皆さんは動き方の確認と

モチベーションアップのために、これから貯筋運動を

始める方は今後の自主トレのために・・・。ぜひご参

加をお待ちしております。

　貯筋通帳に記帳することでやる気アップ！お金は使

えば減りますが、筋肉は使うと増えます！

　筋肉を使って貯筋♪貯筋♪

日 全５回  ３月２日、９日、16 日、23 日、30 日（火曜日）

　 13：30 ～ 14：15

場 湯沢カルチャーセンター

費 全５回 1,500 円　１回 500 円　 

　 ※別途貯筋通帳 250 円（お持ちの方は不要）

申  ユースポ！窓口へ、または電話・メール・ファクス

にてお申し込みください。

参加者

募集

　貯筋運動とは?

① 1日15分！

筋肉を強くすることで

足腰を丈夫にします。

②だれでもできます！

座ったままでも

できる運動です。

 ③かんたん！

曲に合わせてリズミカルに

楽しく運動できます♪

ぜひお手に取りご覧ください！

ユースポ！の新しいパンフレットが本日の新聞折り込みに！！

新年度ユースポ！会員受付　３月1日からスタート！！
新年度から心も新たに体をメンテナンス♪

筋力・柔軟性・持久力・心肺能力の維持、からだのゆがみ改善、種目のスキルアップ、お友達の輪、目的は色々

で OK ！ 会員登録をよろしくお願いします。
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ユースポ！のパーソナルレッスン

「本気で痩せたい！」　　　　　「特別なレッスンをして欲しい！」

「健康診断の結果が・・・何か始めたい！」　　　　「みんなと一緒は恥ずかしい・・・」

お悩みや目的に応じてユースポ！のインストラクターがマンツーマンでお手伝いします！

○料　金：１時間　マンツーマン��5,000円　　２名��8,000円　　３名��10,000円

○予　約：�ユースポ！窓口またはお電話にて、ご希望レッスン（または目的・お悩み）をお知らせくだ

さい。担当するインストラクターと日時の調整、レッスン内容等の確認をさせていただき、

予約完了となります。

完全予約制

　毎月開催しています！
転倒予防のための筋肉や骨を
鍛える運動です！
誰でも OK！
気軽にご参加ください。

けんこつ
体　　操
　申し込み不要です。参加できる会場へどちらでも

お気軽に足をお運びください。

問�地域包括支援センター�☎ 025 － 784 － 3000

　��NPO法人ユースポ！���☎ 025 － 785 － 2123

気軽にできるスポーツを

ぜひ体験してみてください！

　運動はちょっと～という方は、

ストレッチからがおすすめ。30

分ほどかけて全身のストレッチ

をするとすごく身体がラクにな

り気持ちもスッキリしますよ♪

苦しくないスポーツ
ストレッチング

日 ３月１日、８日、15 日、22 日（月曜日）

　 18：20 ～ 19：00

場 湯沢カルチャーセンター　対 中学生以上

費 １回　会員 200 円　非会員 300 円

持 タオル・水分等をご持参ください。

　 会員証（ユースポ！会員の方のみ）

服 運動のできる服装

申 ユースポ！窓口に料金を添えてお申し込みください。

目指せ、１か月２０万歩！

▽エントリー費……エントリーした日から１年間　６００円

▽エントリー方法… ユースポ！事務局（カルチャーセンター

内）、または保健センターへ料金を添え

てお申し込みください。

▽希望者には歩数計貸出あり（先着順）

▽特典：カルチャートレーニング会員３か月券が

　　　　1,500 円→ 1,250 円　※ご利用時、要記録票提示。

≪ 12 月　歩数 TOP ５≫

健康ウォーク　歩いてマンボ♪

RANK 歩数 RANK 歩数

１ 828,707 ４ 409,374

２ 800,116 ５ 333,992

３ 528,011

※ ２０万歩に達した月は共同浴場無料招待券進呈。エントリー時にお渡しした記録票をご持参ください。月途中での招待券進呈

は行っておりません。翌月に記録票をご持参ください。   例）2 月中に 20 万歩に達した → 3 月中に無料招待券進呈

 持ち物 　タオル、飲み物　　 参加費 　１回 ２００円

会場 開催日 時間
神立中央集会場（田中） 12 日 ㊎ 26 日 ㊎

10:00 ～ 11:30

神 立 中 央 会 館（栄町） 9 日 ㊋ 23 日 ㊋

農山村総合開発センター
2 日 ㊋ 9 日 ㊋

16 日 ㊋ 23 日 ㊋
下 湯 沢 公 民 館 10 日 ㊌ 24 日 ㊌

総 合 福 祉 セ ン タ ー
5 日 ㊎ 12 日 ㊎

19 日 ㊎

（3月）

17



3 月 の 暦　
保健・福祉行事の日程をお知らせします

このページに関するお問い合わせは　保健センター（総合福祉センター内）（☎ 025 ー 784 ー 3149）まで。

＊初めて参加される方は保健センターまでご連絡ください。

＊ いずれも参加費 50 円と主食（ご飯など）が必要です。 調理実習や行事の日は予約が必要です。 

　担当までお問い合わせください。 

障がい者地域生活支援事業

事業名 実施主体 日程・内容（＊は軽作業を行います） 会場・時間

ふれあいサロン
（毎週火曜日）

湯沢町社会福祉協議会
☎ 025 － 784 － 4111

２日
ひな祭り
お茶会

９日＊ 16 日＊ 23 日＊
30 日
お休み 湯沢町公民館

1 階和室

10:00～ 15:00コスモス
（毎週木曜日）

相談支援センターみなみうおぬま
☎ 025 ー 770 ー 1331

４日
ヘルス
チェック

11 日
調理実習

18 日＊ 25 日＊

乳幼児の保健衛生行事

日 種　目 対　象 時　間 会　場

２日㊋ 母子健康手帳交付 妊娠証明を受けた方 16：00 ～ 17：00

総合福祉センター

９日㊋ 母子健康手帳交付 妊娠証明を受けた方 16：00 ～ 17：00

11 日㊍ ３歳児健診 平成 29 年 12 月～平成 30 年１月生まれ 個別に案内した時間

16 日㊋ 母子健康手帳交付 妊娠証明を受けた方 16：00 ～ 17：00

18 日㊍
４か月児健診 令和２年 10 月～ 11 月生まれ 個別に案内した時間

10 か月児健診 令和２年４月～５月生まれ 個別に案内した時間

23 日㊋ 母子健康手帳交付 妊娠証明を受けた方 16：00 ～ 17：00

30 日㊋ 母子健康手帳交付 妊娠証明を受けた方 16：00 ～ 17：00

子どもの予防接種（完全予約制）  

△  

予防接種の予約電話番号　☎ 025 ー 780 ー 6313

＊予防接種を受ける際のお願い

・問診票は自宅で記入しましょう。

・受付時間には余裕を持ってお越しください。

・ ロタウイルスワクチンは飲み薬ですので、授乳後すぐの接種

は避けましょう。接種当日の授乳時間の調節をお願いします。

〇予約受付時間　月曜・火曜・木曜・金曜 … 13：15 ～ 13：35　水曜 … 13：30 ～ 14：30

保健衛生行事

日 種　　目 対　　象 受付時間 会　　場

行事なし
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 受　付 　午前：８時３０分～１１時３０分　※眼科は１０時までです。

　　　  　午後：１時３０分～ ４時３０分　※月・木曜日の眼科は３時までとなり、予約の患者様のみです。

 　　　　　　　　　　　　　　　　 　  ※木曜日の小児科は３時１５分までです。

 診　察 　午前：９時～　

　　　  　午後：２時～　※火曜日の整形外科は３時からです。

  　　　　　　　 　 ※木曜日の小児科は２時３０分からです。

 その他 　「予約」の診察では予約のある方が優先となります。

　　　  　都合により担当医が一部変更・休診となる場合があります。

　　　  　睡眠外来、禁煙外来、白内障手術を行っておりますのでお問い合わ

　　　  　せください。往診、訪問診療、健康診断も適宜行っています。

 問 　湯沢町保健医療センター

    ☎ １８６ -０２５ -７８０ -６５４３

    ☎ ０２５ -７８０ -６５４４ （歯科）

◎
水
曜
日
の
午
後
（
歯
科
以
外
）・
土
曜
日
の
午
後
・
日
曜
日
・
祝
日
は
休
診
で
す
。

　

救
急
患
者
様
は
担
当
医
師
が
対
応
し
ま
す
の
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。

湯沢町保健医療センター外来担当医予定表湯沢町保健医療センター外来担当医予定表湯沢町保健医療センター外来担当医予定表３月１日から

令和３年２月 18 日現在の予定

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

整形外科

午
前

髙田
29日休診

宮崎 ― 髙田 角田
13日・27日

髙田

午
後

髙田
29日休診

宮崎
（３：00～４：30）

髙田 角田

外 科 終
日 ― ― 休診 ― ― ―

地域家庭
診療部
内科系
予約

午
前

井上
8日休診

浅井 小坂 浅井 土屋 ―

午
後

井上
8日休診

近藤 小坂 浅井

地域家庭
診療部
内科系
予約

午
前 近藤 小林 井上

24日休診
土屋 西谷 ―

午
後 北口 井上

23日休診
― ―

地域家庭
診療部
内科系
予約なし

午
前 北口 西谷 近藤

10日・31日担当医師
近藤 小坂

12日担当医師
担当医師

午
後 ― ― ― ―

地域家庭
診療部
内科系
予約なし

午
前

小坂
22日担当医師

井上
23日担当医師

西谷 井上 北口 担当医師

午
後 浅井 北口

30日担当医師
担当医師 近藤

19日・26日担当医師

眼科

午
前

半沢
（10：00まで）

― ― 久米川
（10：00まで）

― 27日担当医師
（10：00まで）

午
後

半沢
（再診予約診察のみ）

― 久米川
（再診予約診察のみ）

―

小児科

午
前 担当医師 ― 担当医師 18日中島 ― ―

午
後 ― ― 18日中島

（２：30～３：15）
―

歯科

午
前

笠原
29日休診

笠原
16日休診

笠原
31日担当医師

笠原 笠原
5日休診

笠原
6日休診口腔外科担当医師

3日・17日・31日のみ

午
後

笠原
29日休診

笠原
16日休診

笠原
31日担当医師

笠原 笠原
5日休診口腔外科担当医師

3日・17日・31日のみ

地域家庭診療部： 診療時間内、診療時間外を問わず、発熱、咳、のどの痛み等の症状、かぜ症状、息苦しさ、強いだるさ

など、普段と異なる強い症状がある場合は、必ずお電話でご連絡【☎ 025-780-6543】ください。受診

方法をご説明いたします。

眼　　　　　科：コンタクト・めがねの処方せんには対応しておりませんのでご了承ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入館されるすべての方の体温測定を行っております。測定の結果、37.5℃未

満の方は、マスク着用、手指消毒し、そのまま館内にお入りください。37.5℃以上の方は一旦建物の外に出ていただき、

お電話【☎ 025 ー 780 ー 6543】にてその旨お話しください。携帯電話をお持ちでない方は、センター入口に設置のインター

ホンにてお話しください。係の者がご案内いたします。
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（１）発熱、せき、のどの痛み等の症状がある方

①かかりつけ医療機関がある場合
〇 かかりつけ医療機関に電話で相談してください。

発熱、せき、のどの痛み等で医療機関を受診する際

は、必ず事前に電話連絡をお願いします。

② かかりつけ医療機関がない・どこに相談したら

よいかわからない場合
〇新潟県新型コロナ受診・相談センター

　毎日（土曜・日曜・祝日含む）24 時間対応　

☎ 025‐256‐8275

〇南魚沼保健所

　月曜～金曜（祝日除く）午前８時30分～午後５時15分

☎ 025‐772‐8142

（２）症状がない方・どこに相談したらよいか

　　��迷った方
〇新潟県新型コロナウイルス感染症コールセンター

　月曜～金曜（祝日除く）午前８時 30 分～午後５時

☎ 025‐282‐1754

（３）新型コロナウイルス感染症に関する

　　��一般的な相談をされる方
〇南魚沼保健所

　月曜～金曜（祝日除く）午前８時30分～午後５時15分

☎ 025‐772‐8142

〇厚生労働省の電話相談窓口

　毎日（土曜・日曜・祝日含む）午前 9 時～午後９時

☎ 0120‐565653

次の病院に電話で症状を伝えてください。
重症（意識がないなど）の場合は１１９番で救急車を

呼んでください。

●湯沢町保健医療センター…☎ 025‐780‐6543
　（湯沢町大字湯沢 2877 番地 1）

●魚沼基幹病院………………☎ 025‐777‐3200
　（南魚沼市浦佐 4132）

●南魚沼市民病院……………☎025‐788‐1222
　（南魚沼市六日町 2643 番地 1）

●斎藤記念病院………………☎025‐773‐5111
　（南魚沼市欠ノ上 478 番地 2）

 ・電話での指示に従って受診ください。

 ・スタッフの状況などで、症状に応じて他の医療機関を案内

　する場合があります。

 ・緊急度や重症度の高い順に対応するため、診察の順番が

　前後し、待ち時間が長くなる場合があります。

 ・休日や夜間は、人員や検査体制が十分ではありません。

　できる限り、通常の診療時間に受診してください。

●新潟県「救急医療電話相談」大人（概ね 15 歳以上の方）を対象

　☎ 025‐284‐7119 （ダイヤル回線・IP 電話・PHS からの場合）

　または ＃ 7119（県内のプッシュ回線または携帯電話）

夜間での発熱・頭痛・腹痛・吐き気など急な病気やけが等に

関する相談。（毎日 午後 7 時～翌朝午前 8 時）

●新潟県「小児救急医療電話相談」15歳未満のお子さんを対象

　☎ 025‐288‐2525（ダイヤル回線・IP 電話・PHS からの場合）

　または ＃ 8000（県内のプッシュ回線または携帯電話）

夜間に子どもの具合が悪くなったときに利用ください。

（毎日 午後 7 時～翌朝午前 8 時）
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※
２
月
２
日
ま
で
の
届
け
出
分
。

※
広
報
に
掲
載
し
て
ほ
し
く
な
い
場
合
は
、
届
け
出
の
際
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

救急医療 新型コロナウイルス感染症相談窓口

ご
逝
去
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す

１
月
21
日

髙
橋　

寿
美
子
さ
ん
（
滝　

沢
、
91
歳
）

１
月
21
日

井
熊　

秀
夫
さ
ん
（
幅　

下
、
86
歳
）

１
月
22
日

白
井　

正
三
さ
ん
（
平　

沢
、
89
歳
）

１
月
26
日

笛
田　

ト
ヨ
子
さ
ん
（
芝　

原
、
100
歳
）

１
月
31
日

吉
田　

利
男
さ
ん
（
下　

中
、
87
歳
）

２
月
１
日

樋
口　

宗
雄
さ
ん
（
旭　

原
、
70
歳
）

（令和２年 11 月現在の対応）

　

ご
自
身
の
知
識
や
経
験
を
「
教
え
た
い
」「
役
に
立
て
た
い
」
方
。

学
び
た
い
人
と
教
え
た
い
人
を
つ
な
ぐ
人
材
バ
ン
ク
に
登
録
し
ま

せ
ん
か
。

　
『
将
棋
・
麻
雀
が
得
意
』、『
外
国
語
を
教
え
ら
れ
る
』、『
楽
器
・

手
芸
が
得
意
』
な
ど
、
お
持
ち
の
知
識
や
技
能
を
、
地
域
の
方
々

の
学
習
活
動
や
趣
味
を
広
げ
余
暇
を
楽
し
む
活
動
な
ど
、
生
涯
学

習
の
場
で
指
導
し
て
い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
一
緒

に
生
涯
学
習
の
輪
を
広
げ
ま
し
ょ
う
！
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か
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